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令和８年６月
よくある質問事項について

１　被扶養者について
Ｑ１　確認調書の基準日はいつですか。
　Ａ１　確認調書に出力されるのは、令和８年６月３日現在で認定されている被扶養者となります。

　Ｑ２　令和８年６月３日時点では被扶養者だが、令和８年６月４日以降に扶養取消予定の者がいます。書類の提出は必要でしょうか。
　Ａ２　確認調書に出力された被扶養者で、令和８年６月４日以降に取消になった者については「備考」欄に取消年月日を記載願います。
その場合でも、令和７年６月から令和８年５月までの資格要件を確認する必要がありますので、取消申告書に添付すべき書類の他、確認調書に添付すべき書類も併せて添付して取消を受けてください。

　Ｑ３　扶養している父母が確認調書に載っていないのですが。
　Ａ３　７５歳以上の者及び６５歳以上で一定の障害がある者は後期高齢者医療制度の被　保険者になり、共済組合の被扶養者からは外れるため、被扶養者確認調書には出力　されません。  

２　住所について
　Ｑ１　確認調書に登録されている住所が実際の住所と異なるのですが。　　
　Ａ１　確認調書に出力される住所は、確認調書を出力する時点で組合員情報システムに登　録されている住所となるため、現住所と異なる場合があります。
　　　　確認調書の住所が現住所と異なる場合、年金の通知書類や特定健診の受診券等が正しい住所に届かない、各市町村で実施している乳幼児（こども）医療費助成が正しく受けられない等の影響があります。１８歳年度末までの子は住民票の住所で報告してください。（２ 住所について Ａ４参照。）
　　　　確認調書に記載されている住所が現住所と異なる場合は、記載の住所に二重線を引いた上で正しい住所を朱書訂正してくだい。
この場合、改めて記載事項等変更申告書の提出は不要です。確認調書の住所訂正により変更処理をします。

　Ｑ２　住所の記載事項変更申告書を提出したのですが、確認調書上の住所が変更されていません。
　Ａ２　記載事項変更申告書の収受日と確認調書出力日の行き違いによるものです。上記のような場合には、記載事項変更申告書の提出年月日について備考欄に記入願います。

　Ｑ３・単身赴任している場合は、赴任先の住所を記載するのですか。それとも住民票上の住所ですか。
　　　・大学生の子が、住民票を移さずに大学の近郊に住んでいます。報告する住所は実際に居住している住所ですか。それとも住民票上の住所ですか。
　Ａ３　単身赴任者や学生のように住民票を異動せずに別居している場合については、住民票上の住所ではなく、実際に居住している住所に修正願います。
ただし、別居している学生でも１８歳年度末までの子については、住民票上の住所で記載願います。（２ 住所について Ａ４参照。）

　Ｑ４　震災による避難のため、世帯全員が住民票を移さずに住民票上と異なる住所に住ん　でいます。報告する住所は実際に居住している住所ですか。それとも、住民票上の住所ですか。　　
　Ａ４　１８歳年度末までの子は住民票上の住所、それ以外の世帯員は実際に居住する住所で報告してください。
　　　　住民票を異動せずに居所を移している乳幼児医療助成･子ども医療費助成の対象年齢の者は、住民票上の住所に修正の上、余白に住民票上の住所と実際の居所が異なる旨を明記して下さい。（助成を受ける市町村を正しく把握する必要があるため。）
　　　　なお、県外の市町村の助成を受けている場合、又は所得制限等により助成が受けられない場合には、別途「乳幼児（児童）医療費助成報告書（該当・非該当）」を提出する必要があります。（県内の市町村の助成を受けている場合は、報告の必要はありません。）

３　提出書類について
（１）給与等支払証明書について
　Ｑ１　月１～２万円程度のわずかな収入のアルバイトしかしていない場合でも、給与等支払証明書を提出しなくてはならないのですか。　
　Ａ１　令和７年５月以降に給与収入がある場合（被扶養者認定期間外は除く）は、給与等支払証明書を添付することになりますが、所得証明書における年間の総収入額が325,002円（基準月額108,334円×３か月）未満の場合は不要です。
ただし、所得証明書に記載されない令和８年１月１日から令和８年５月３１日の間に給与収入がある場合は、給与支払証明書の提出が必要です。

　Ｑ２　給与等支払証明書が用意できません。
　Ａ２　勤務先の閉鎖等、やむを得ない理由により証明書が取れない場合については、給与が振り込まれていた通帳のコピー等の添付でも可とします。
その場合、理由を記載した申立書（任意様式）を併せて提出願います。
　
　Ｑ３　源泉徴収票を給与支払証明書の代わりにしてよいですか。
　Ａ３　源泉徴収票では、月ごとの支払額を確認できないため代えることはできません。

　Ｑ４　源泉徴収票を所得証明書の代わりにしてよいですか。
　Ａ４　源泉徴収票では給与所得以外の所得（事業・不動産・利子・配当・雑・譲渡・一時・山林・退職）)を確認できないので代えることはできません。

（２）所得証明書について
　Ｑ　所得証明書の代わりに非課税証明書、所得証明書（児童手当用）でもよいですか。
　Ａ　給与収入があるが給与所得控除により非課税となる場合があり、正しい給与収入が確認できないので代えることはできません。
　　　　市町村によっては、所得証明書の名称が非課税証明書となっている場合があります。記載されている内容が各所得区分の内訳が確認できる場合は、名称が非課税証明書でも代えることができます。名称については各市町村に問い合わせてください。
　　　　なお、所得証明書（児童手当用）では、各所得区分（給与・事業・不動産・譲渡・利子・配当・雑等）の内訳が確認できないので代えることはできません。

（３）被扶養者が海外に居住している場合について
　Ｑ　被扶養者が海外に在住しているので、添付書類が用意できません。
　Ａ　留学やワーキングホリデー等により被扶養者が海外に在住している場合は、令和８年４月１日以降に発行された在学証明書、扶養の実態に関する申立書を添付することになりますが、所得証明書や給与等支払証明書の取得が困難な場合は、所得等の内容および証明書の取得が困難な旨を申立書に記載願います。また、学生証の写しは在学証明書の代わりになりません。

（４）原発事故に係る収入について
　Ｑ　原発事故による収入はどのように記載したらよいでしょうか。
　Ａ　原発事故による避難者で就労不能損害または営業損害による賠償金が支払われている場合は、令和７年分の確定申告書の写し及び賠償金額の積算根拠がわかる資料（支払合意書・賠償金請求書）の写しが必要となります。

（５）扶養に実態に関する申立書と送金証明書について
　Ｑ　・大学生は全員必要なのか。
　　　・通帳の写しはどの程度出せばよいのか。
　Ａ　同居の場合は、「全日制の学校（予備校等含む）」に大学は含まれているので提出は
　　不要です。
　　　別居の場合は、「扶養手当受給対象者で全日制の学校（予備校等含む）」に大学は含
　　まれているので提出は不要です。
　　　上記以外の大学生は必要となります。
　　　通帳の写しを添付する際には、前回の確認月以降（令和７年６月～）、必要部分以外
　　は黒塗りで提出してください。
　　　
４　取消について
　Ｑ　収入超過により扶養認定が取消となる条件を教えてください。
　Ａ　パート、アルバイト等の毎月の所得が不安定な被扶養者について給与等支払証明書等を確認した結果、
　　　・３か月連続で基準月額(108,334円)以上となった場合は、基準年額が１３０万円未満であっても遡及して被扶養者の認定が取り消されます。
　　　　※・３か月連続して基準月額以上となった３か月目の給料日の翌日に遡って取消となります。
　　　　　・賞与がある場合は、賞与の金額をその賞与支給月から、次の賞与支給月の前月までの月数で按分した金額を月額に加算します。

５　所得について
　Ｑ　共済組合の扶養認定における所得の定義を教えてください。
　Ａ　所得とは「所得税法上の所得」をさすものではなく「被扶養者の年間における恒常的な収入の総額」をいいます。
　　　具体的には、給与所得のほかに通勤手当、超勤手当、事業所得、家賃等の不動産収入、公的年金（退職年金や老齢年金のほか、障害年金、遺族年金も含む）、生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金(財形年金等)、雇用保険（基本手当他）等が含まれます。
　　　なお、生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金(財形年金等)の受給額に対応する払込保険料又は掛金の額は控除しません。
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